
当院は、厚生労働省に対して

■管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（朝食は7:45

　昼食は12:00、夕食は18:00）適温で提供しております。

【ご参考】入院時食事療養費（１０割負担の場合の価格）

（１）　（２）以外の場合 ７３０円

（２）　流動食のみを提供する場合 ６６５円

　※特別食を提供したときは、１食につき７６円を加算
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１食につき
５５０円
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「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第五条の
三に基づく掲示

「入院時食事療養（Ⅰ）」 の届出を行っております。

入院時食事療養費（Ⅰ）／１食につき

令和8年6月1日

札幌循環器病院

患者さんの所得に応じた標準

負担額が設定されております。


